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富山県告示第61号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において２月７日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成26年２月７日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

国道 
 
 415号 

富山市中田二丁目 217番17から 
 
富山市田畑字上竹 749番２まで 

 
 

平成26年２月７日 
 
 

富山土木 
センター 

 

 

毎週月.水.金曜日発行 
平成26年２月７日 

金 曜 日 
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富山県告示第62号 

   指定居宅サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項本文の規定により、指定居宅 

サービス事業者として指定したので、同法第78条第１号の規定により公示する。 

  平成26年２月７日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1661190049 

指定年月日 平成26年２月１日 

申 請 者 名称 株式会社ケアサークルこかげ 

事 業 所 
所在地 富山県射水市作道 302 

名称 こかげ訪問看護ステーション 

サービスの種類 訪問看護 

 

事業所番号 1670700473 

指定年月日 平成26年２月１日 

申 請 者 名称 社会福祉法人緑寿会 

事 業 所 
所在地 富山県黒部市荻生7120番２ 

名称 越路さくら訪問サービスステーション 

サービスの種類 訪問介護 

 

事業所番号 1671100400 

指定年月日 平成26年２月１日 

申 請 者 名称 株式会社ケアサークルこかげ 

事 業 所 
所在地 富山県射水市作道 302 

名称 こかげ訪問介護ステーション 

サービスの種類 訪問介護 

 

 

富山県告示第63号 

   指定介護予防サービス事業者の指定について 
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 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項本文の規定により、指定介護 

予防サービス事業者として指定したので、同法第115条の10第１号の規定により公 

示する。 

  平成26年２月７日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1661190049 

指定年月日 平成26年２月１日 

申 請 者 名称 株式会社ケアサークルこかげ 

事 業 所 
所在地 富山県射水市作道302 

名称 こかげ訪問看護ステーション 

サービスの種類 介護予防訪問看護 

 

事業所番号 1670700473 

指定年月日 平成26年２月１日 

申 請 者 名称 社会福祉法人緑寿会 

事 業 所 
所在地 富山県黒部市荻生7120番２ 

名称 越路さくら訪問サービスステーション 

サービスの種類 介護予防訪問介護 

 

事業所番号 1671100400 

指定年月日 平成26年２月１日 

申 請 者 名称 株式会社ケアサークルこかげ 

事 業 所 
所在地 富山県射水市作道 302 

名称 こかげ訪問介護ステーション 

サービスの種類 介護予防訪問介護 
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公      告 
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都市計画の図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第20条第１項の規定により射水市から次の 
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都市計画の図書の写しの送付があったので、同条第２項の規定により富山県土木部 

都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  平成26年２月７日 

                    富山県知事 石  井    一  

都市計画の種類及び名称 

（種類） 富山高岡広域都市計画地区計画 

（名称） 射水中央地区 地区計画 

 

 

都市計画の図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第20条第１項の規定により射水市から次の 

都市計画の図書の写しの送付があったので、同条第２項の規定により富山県土木部 

都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  平成26年２月７日 

                    富山県知事 石  井    一  

都市計画の種類及び名称 

（種類） 富山高岡広域都市計画地区計画 

（名称） 太閤山ランド東地区 地区計画 
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 平成24年12月12日付け富山県条例第66号「富山県介護保険法に基づく指定居宅サ 

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」中 
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